
Q6. カメラでの画像取得等のために、無線での通信を行うことは出来ますか？ 

A6. 機体レギュレーションでは、操縦装置以外の通信規格は制限していませんの

で、 

  画像取得等のために使用する無線通信規格は自由に選択していただいて構いま

せん。 

  ただし、無線通信を行うに必要な資格は取得していただくようお願いするとともに、 

  使用される通信規格が分かり次第大会事務局まで連絡をお願いいたします。 

  また、機体審査用紙にも使用される通信規格を明記するようお願いいたします。 

 


